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（百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2025年３月期第３四半期 97,109 6.9 3,318 △63.3 3,374 △63.1 2,318 △62.9

2024年３月期第３四半期 90,821 24.3 9,041 167.3 9,155 165.5 6,258 170.2

（注）包括利益 2025年３月期第３四半期 2,287百万円 （△66.1％） 2024年３月期第３四半期 6,747百万円 （177.6％）

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2025年３月期第３四半期 53.90 －

2024年３月期第３四半期 145.48 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2025年３月期第３四半期 138,682 65,792 47.4

2024年３月期 126,000 66,538 52.8

（参考）自己資本 2025年３月期第３四半期 65,783百万円 2024年３月期 66,530百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2024年３月期 － 30.00 － 30.00 60.00

2025年３月期 － 40.00 －

2025年３月期（予想） 40.00 80.00

（注）2025年３月期（予想）年間配当金の内訳　　普通配当60円00銭　　創立75周年記念配当20円00銭

　　　直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 140,000 16.8 8,200 △13.8 8,200 △14.5 5,400 △16.4 125.55

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

１．2025年３月期第３四半期の連結業績（2024年４月１日～2024年12月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

３．2025年３月期の連結業績予想（2024年４月１日～2025年３月31日）



（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2025年３月期３Ｑ 44,607,457株 2024年３月期 44,607,457株

②  期末自己株式数 2025年３月期３Ｑ 1,578,373株 2024年３月期 1,584,173株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2025年３月期３Ｑ 43,025,428株 2024年３月期３Ｑ 43,015,860株

※  注記事項

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

（注）期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、取締役に対する業績連動型株式報酬

制度で設定した信託が保有する当社株式が含まれております。

※  添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：有（任意）

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであ

り、最終の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益の改善や設備投資に持ち直しの動きがみられるな

ど、景気は緩やかに回復しました。一方で、長期化するウクライナ問題や中東情勢の緊迫化に加え、中国経済の減

速や米国新政権の政策動向による影響が懸念されるなど、景気の先行きは依然として不透明な状況が続きました。

また、一方で物価上昇や金融資本市場の変動等も予断を許さない状況が続いております。

　建設業界におきましては、公共投資は底堅く推移し、民間設備投資についても持ち直しの動きが見られるもの

の、資材価格の高止まりや労働需給の逼迫に伴う労務費の上昇、建設業の担い手不足等予断を許さない状況が続い

ております。

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が97,109百万円（前年同四半期比

6.9％増）、営業利益が3,318百万円（前年同四半期比63.3％減）、経常利益が3,374百万円（前年同四半期比

63.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益が2,318百万円（前年同四半期比62.9％減）となりました。

売上高の区分につきましては、完成工事高が86,088百万円(前年同四半期比24.8％増）、内訳は建築工事が

63,538百万円（前年同四半期比35.7％増）、土木工事が22,550百万円（前年同四半期比1.8％増）となりました。

また、不動産の売買・賃貸事業、建設用資材販売事業、ゴルフ場経営事業等を内訳とする不動産事業等売上高が

11,020百万円（前年同四半期比49.6％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末の総資産の残高は、売上債権の増加等により、前連結会計年度末に比べ12,681百万

円増加の138,682百万円となりました。

　負債の残高は、有利子負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ13,427百万円増加の72,889百万円となりま

した。

　純資産の残高は、配当金の支払等により、前連結会計年度末に比べ745百万円減少の65,792百万円となりまし

た。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2024年５月９日に公表いたしました2025年３月期の連結業績予想につきましては、変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 19,987 16,708

受取手形・完成工事未収入金等 39,564 49,556

電子記録債権 93 63

未成工事支出金 3,251 3,084

販売用不動産 21,016 23,600

商品及び製品 6 17

材料貯蔵品 825 627

その他 3,254 8,083

貸倒引当金 △88 △86

流動資産合計 87,910 101,654

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 15,846 16,147

機械、運搬具及び工具器具備品 3,921 4,130

土地 18,317 18,279

リース資産 78 78

建設仮勘定 163 9

減価償却累計額 △11,180 △11,815

有形固定資産合計 27,148 26,830

無形固定資産 728 717

投資その他の資産

投資有価証券 5,202 5,157

退職給付に係る資産 248 256

繰延税金資産 3,792 2,969

その他 1,017 1,143

貸倒引当金 △48 △48

投資その他の資産合計 10,213 9,479

固定資産合計 38,090 37,027

資産合計 126,000 138,682

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

工事未払金 11,112 12,580

短期借入金 14,100 28,200

未払法人税等 4,663 42

未成工事受入金 8,853 8,055

完成工事補償引当金 441 451

工事損失引当金 322 959

役員賞与引当金 85 57

その他 4,128 2,561

流動負債合計 43,708 52,907

固定負債

長期借入金 8,300 12,400

再評価に係る繰延税金負債 221 221

退職給付に係る負債 3,680 3,746

資産除去債務 449 462

株式報酬引当金 136 173

その他 2,966 2,978

固定負債合計 15,753 19,982

負債合計 59,461 72,889

純資産の部

株主資本

資本金 6,808 6,808

資本剰余金 7,244 7,244

利益剰余金 56,015 55,295

自己株式 △875 △870

株主資本合計 69,192 68,477

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,326 2,330

土地再評価差額金 △5,882 △5,882

退職給付に係る調整累計額 894 857

その他の包括利益累計額合計 △2,661 △2,694

非支配株主持分 8 9

純資産合計 66,538 65,792

負債純資産合計 126,000 138,682
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

売上高

完成工事高 68,976 86,088

不動産事業等売上高 21,845 11,020

売上高合計 90,821 97,109

売上原価

完成工事原価 61,890 78,598

不動産事業等売上原価 11,974 7,464

売上原価合計 73,865 86,063

売上総利益

完成工事総利益 7,085 7,490

不動産事業等総利益 9,870 3,556

売上総利益合計 16,956 11,046

販売費及び一般管理費 7,915 7,727

営業利益 9,041 3,318

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 110 132

その他 92 52

営業外収益合計 204 185

営業外費用

支払利息 83 115

その他 6 14

営業外費用合計 89 129

経常利益 9,155 3,374

特別利益

投資有価証券売却益 3 45

特別利益合計 3 45

特別損失

固定資産除却損 6 0

減損損失 － 38

その他 1 0

特別損失合計 7 38

税金等調整前四半期純利益 9,151 3,381

法人税、住民税及び事業税 5,522 219

法人税等調整額 △2,629 842

法人税等合計 2,893 1,061

四半期純利益 6,258 2,320

非支配株主に帰属する四半期純利益 － 1

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,258 2,318

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

四半期純利益 6,258 2,320

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 455 3

退職給付に係る調整額 34 △36

その他の包括利益合計 489 △32

四半期包括利益 6,747 2,287

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,747 2,286

非支配株主に係る四半期包括利益 － 1

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（四半期連結財務諸表の作成方法）

当社の四半期連結財務諸表は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作

成基準第４条第１項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただ

し、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成しており

ます。

（会計方針の変更に関する注記）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正

会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３

項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28

号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱い

に従っております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。

　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表に

おける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を第１四半期連結会計期間の期首から適用

しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四

半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前年四半期の四半期連結

財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

前第３四半期連結累計期間
（自  2023年４月１日

至  2023年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  2024年４月１日

至  2024年12月31日）

減価償却費

のれん償却額

769百万円

61

775百万円

61

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。
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（単位：百万円）

建築
セグメント

土木
セグメント

不動産
セグメント

計
調整額
（注）１

四半期連結損益計算書
計上額（注）２

売上高

外部顧客への売上高 46,830 22,656 21,334 90,821 － 90,821

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,279 283 173 2,736 △2,736 －

計 49,110 22,940 21,508 93,558 △2,736 90,821

セグメント利益 1,051 3,537 7,764 12,354 △3,313 9,041

（単位：百万円）

建築
セグメント

土木
セグメント

不動産
セグメント

計
調整額
（注）１

四半期連結損益計算書
計上額（注）２

売上高

外部顧客への売上高 63,556 23,114 10,438 97,109 － 97,109

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,920 67 204 2,191 △2,191 －

計 65,476 23,181 10,643 99,300 △2,191 97,109

セグメント利益 1,683 3,115 2,046 6,845 △3,527 3,318

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自2023年４月１日 至2023年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益の調整額△3,313百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,501百万円

及びセグメント間取引消去190百万円を含んでおります。

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自2024年４月１日 至2024年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益の調整額△3,527百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,581百万円

及びセグメント間取引消去53百万円を含んでおります。

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

不動産セグメントにおいて、売却予定の土地に係る帳簿価額を回収可能価額まで減額した結果、38百万円

の減損損失を計上しております。
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（重要な後発事象）

（重要な契約の締結）

当社は、2025年１月31日付けで、同年１月24日開催の取締役会に基づき、以下のとおり当社が保有する販売用不

動産の売買契約及び当該土地にて売却先が建築を予定している建物の建築工事請負契約を締結しました。

（1）契約内容

（販売用不動産の売買契約内容）

所在地　　　　：愛知県大府市共和町児子廻間４-10

地積　　　　　：62,426.96㎡（登記簿記載面積）

引渡決済予定日：2025年３月31日（予定）

（建築工事請負契約内容）

建物用途：マルチテナント型物流倉庫

延床面積：133,102.57㎡

構造規模：PCaPC、免震構造、地上４階建て

工事期間：2025年３月～2027年３月

（相手先）

商号　　　：野村不動産株式会社

本店所在地：東京都新宿区西新宿１丁目26番２号

(2）当該契約の損益に与える影響額

本物件売却等による収益の見通しについては、以下のとおりです。

ⅰ）販売用不動産(土地)の売却による売上高及び利益については、2025年３月期に計上予定です。

ⅱ）建築工事請負による売上高及び利益については、３期間にわたり、工事進捗に応じて計上予定です。

　売上高については、収益認識基準に基づき2025年３月期から2027年３月期の３期間にわたり、完成工事高、

不動産事業等売上高の合計でおおよそ400億円の売上高を計上する予定です。
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（単位：百万円）

区分
前第3四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日
　 至 2023年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日

　 至 2024年12月31日)

比較増減

金額 率（％）

工事

建築
官庁 0 406 405 －

民間 66,421 63,515 Δ2,906 Δ4.4

計 66,422 63,921 Δ2,500 Δ3.8

土木
官庁 7,363 9,452 2,089 28.4

民間 10,382 20,476 10,094 97.2

計 17,745 29,929 12,184 68.7

官庁 7,363 9,858 2,495 33.9

民間 76,804 83,992 7,187 9.4

合計 84,167 93,850 9,683 11.5

（単位：百万円）

区分
前第３四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日
　 至 2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日

　 至 2024年12月31日)

比較増減

金額 率（％）

工事

建築
官庁 0 1,760 1,760 －

民間 46,833 61,777 14,943 31.9

計 46,833 63,538 16,704 35.7

土木
官庁 8,693 9,050 356 4.1

民間 13,448 13,499 51 0.4

計 22,142 22,550 407 1.8

官庁 8,693 10,811 2,117 24.4

民間 60,282 75,277 14,994 24.9

小計 68,976 86,088 17,112 24.8

不動産事業等 21,845 11,020 Δ10,824 Δ49.6

合計 90,821 97,109 6,287 6.9

（単位：百万円）

区分
前第３四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日
　 至 2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日

　 至 2024年12月31日)

比較増減

金額 率（％）

工事

建築
官庁 28 277 249 878.4

民間 86,189 103,277 17,087 19.8

計 86,218 103,554 17,336 20.1

土木
官庁 11,534 18,549 7,014 60.8

民間 16,880 23,835 6,954 41.2

計 28,415 42,385 13,969 49.2

官庁 11,563 18,827 7,263 62.8

民間 103,070 127,112 24,041 23.3

合計 114,634 145,939 31,305 27.3

３．補足情報

受注及び販売の状況（連結）
(１）受注高

(２）売上高

(３）次期繰越高
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独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2025年２月10日

矢作建設工業株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

名古屋事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 坂部　彰彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 水越　　徹

監査人の結論

当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている矢作建設工業株式会社の2024年４月１日から2025年３

月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2024年10月１日から2024年12月31日まで）及び第３四半期連結累

計期間（2024年４月１日から2024年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所及び株式会社名

古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財

務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）

に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載さ

れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま

た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判

断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項

並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成

基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これ

には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４

条第１項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表

等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が

ある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任



　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（四半期決算短信開示会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータ及びHTMLデータは期中レビューの対象には含まれておりません。

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所及び

株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項並びに我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が

適用されている。）に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続

企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期

連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー

報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる

可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務

諸表等の作成基準第４条第１項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準

（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成され

ていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上


